
 

「今、あらためて「子どもの権利」について考える 

～子どもの権利条約の採択から 30年を迎えて～」 

子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約である「児童の権利に関する

条約(子どもの権利条約)」は、1989年に国連総会において全会一致で採択、1990年に発効され、

日本は 1994年に 158番目の締約国となりました。 

日本においては平成 28年に児童福祉法が改正され、「子どもの権利条約」を基本理念とし、法

律において初めて子どもが“権利の主体”として位置付けられました。また、6月 19日に成立した

改正児童福祉法においては、親の体罰の禁止が明記されるなど、子どもの権利擁護に関する取り

組みが進んでいます。 

一方、厚生労働省の調査によると、全国の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は

133,778件にのぼり、子どもの人権にかかわる重大な課題である児童虐待は、依然、深刻な状況

が続いています。また、虐待による子どもの死亡も後を絶ちません。 

本セミナーは、子どもの権利条約採択から 30年、日本が批准してから 25年を迎えるにあたり、

これまでの取り組みを振り返るとともに、関係者等による子どもの権利擁護の実践について共有し、

地域の子育て支援のなかで何ができるか考えることを目的に開催します。 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

令和元年 9月 24日（火） 

午前 10時 30分～午後 4時 45分（受付 10時 00分開始） 

全社協・灘尾ホール 

東京都千代田区霞が関 3-3-2新霞が関ビルＬＢ階 

社会福祉協議会（日常生活自立支援事業、成年後見センター、生活困窮 

者支援事業関係部所）、社会福祉法人・施設、民生委員・児童委員、市区 

町村、都道府県、児童相談所、福祉事務所、地域包括支援センター、在 

宅介護支援センター、障害者虐待防止センター、障害者権利擁護センタ 

ー、児童家庭支援センター、子育て世代包括支援センター、自立相談支 

援センター、地域生活定着支援センター、非営利組織・専門職組織、教 

育機関関係者、対人援助専門職（社会福祉士、介護福祉士、精神保健福 

祉士）等（定員 200名） 

第15回  
権利擁護・虐待防止セミナー 

開催要綱 

１．開催趣旨 

テ ー マ 

５．参加対象 

４．会   場 

３．期   日 

２．主   催 
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令和元年 9月 6日（金）必着（ただし、定員になりしだい締切） 

１０，０００円 

10:00～ 受付 

10:30～ 開会挨拶  全国社会福祉協議会 

10:40～12:00 

（80分） 
講演「子どもの権利条約の採択から 30年を迎えて」 

早稲田大学文学学術院・文化構想学部  教授  喜多 明人 氏 

12:00～13:00 昼食休憩 

13:00～14:30 

（90分） 

基調説明「権利の主体である子どもの育ちを支えるために何ができるか」 

子どもの虹情報研修センター  センター長 川﨑 二三彦 氏 

14:30～14:45 休憩 

14:45～16:45 

(120分) 

シンポジウム 

「地域のなかで子どもの権利をどう守るか（仮）」 

○予期しない妊娠や若年の妊娠、パートナーとの離別、金銭的な問題など、さまざ

まな状況によって妊娠したことを悩み、答えを出せずにいる人がいます。

○自治体や民間団体等の設置する相談窓口等においては、生まれてくる赤ちゃん

が安全で健やかに育まれるために、悩んでいる方々と一緒になって考え、関係

機関等が連携した支援の取り組みが行われています。

○本シンポジウムでは、子どもの権利擁護に関するそれぞれの実践をもとに、地域

のなかで子どもの権利をどう守るか、考えます。

登壇者 

さめじまボンディングクリニック  院長   鮫島 浩二 氏 

東京養育家庭の会         参与   藤井 康弘 氏 

児童養護施設光の園（大分県）  施設長  松永  忠 氏 

関西大学人間健康学部      教授  山縣 文治 氏 （コーディネーター） 

16:45 終了 

６．申込締切 

７．参 加 費 

★参加者特典★ 

権利擁護や虐待防止の動向や課題等を掲載した『権利擁護・虐待防止

2019』を当日配布します。 

８．プログラム 

※継続して受付し
ております。



 

 

（１）別添「参加・宿泊等申込書」に必要事項をご記入のうえ､FAX にてお申し込みください。 

申込先:名鉄観光サービス㈱MICEセンター FAX:03-3595-1119 

また、申込取消または内容変更については、申込時の用紙を修正し、名鉄観光サービス㈱

MICE センターへ再度FAXにてご連絡ください。 

 

（２）参加申込受領のご連絡はいたしません。参加受付を締め切った場合等のみご連絡いたしま 

す。申込の照会をご希望の方は、名鉄観光サービス㈱MICEセンターにご連絡ください。 

 

（３）参加券・宿泊予約案内書・昼食券・振込のご案内をセミナー開催日の 1週間ほど前にお送りい

たします。案内書の内容にもとづき銀行口座にお振込みください。 

 

（４）本セミナーの昼食について、希望者からのお申込によりご用意いたします（1食・税込 1,000

円）。ご希望の方は「参加・宿泊等申込書」よりお申込ください。 

 

 

手話通訳・要約筆記・磁気ループをご希望される方は、「参加・宿泊等申込書」の通信欄にその旨

を記載ください。 

 

 

参加費入金後の欠席連絡（参加キャンセル）については、参加費の返金はいたしません。請求に

もとづき、資料の送付をもって代えさせていただきます。あらかじめご承知おきください。 

  

 

本セミナーの申込者に関する個人情報は、本会「個人情報の保護に関する方針（プライバシーポ

リシー）」にもとづき、下記により適切に取り扱うこととし、他の目的で使用することはありません。 

なお、本会プライバシーポリシーは、本会ホームページに掲載しております。 

（http://www.shakyo.or.jp/） 

「参加・宿泊等申込書」に記載された個人情報は、本セミナーに係る企画、参加券等の送付、参加

者名簿の作成・管理等、本セミナー関連のみの目的で使用いたします。 

９．申込方法等 

11．キャンセル等 

12．個人情報取扱いについて 

10．情報保障 

http://www.shakyo.or.jp/


 

  

 

【セミナー内容】 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 政策企画部 （担当：竹口、今井（凜）） 

〒100-8980東京都千代田区霞が関 3-3-2新霞が関ビル 

Tel 03-3581-7889  Fax 03-3580-5721   

【参加申込、支払等に関する内容】 

名鉄観光サービス株式会社 MICEセンター （担当：下枝、柴田） 

〒100-0013東京都千代田区霞が関 3-3-2新霞が関ビル 

Tel 03-3595-1121  Fax 03-3595-1119 

  

 

 地下鉄銀座線「虎ノ門駅」１１番

出口より徒歩５分 

 地下鉄千代田線／丸の内線／

日比谷線「霞ヶ関駅」A１３番出

口より徒歩８分 

 地下鉄千代田線／丸の内線

「国会議事堂前駅」３番出口より

徒歩５分 
 

 

13．問い合わせ先 

14．会 場 図 


